
誰もが働きやすい健康で安心・安全な職場を実現しましょう！ 
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【１】令和８年度全国安全週間メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～ 年 度 更 新 は  お 済 み で す か ～ 
労働保険の年度更新手続は、 ７月１０日（金） までに！ 

 

 令和８年度の申告・納付期間は、７月１０日（金）までです。お手続がまだの事業主様は、期間内の

お手続きをお願いします。 

くまの労基   
第３３８号  令和８年７月１日 発行 

ひと、くらし、みらいのために 

  熊野労働基準監督署 
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【２】令和８年（５月末時点）の労働災害状況 

死亡災害は ０件（前年同期 ０件） 

死傷者数は 34 件（前年同期－１件：－2.9%） 

 

事故の型としては、転倒災害は９件（26.4％）、はさまれ・巻き込まれ災害は７件（20.5％）、

墜落・転落災害は５件（14.7％）であり、これら３つの事故の型が熊野署管内における労働災

害の６割を占めています。また、年齢別としては、50 代が最も多く 12 件（35.2％）、次いで 60

代が９件（26.4％）と半数を占めている状況です。引き続き、基本動作の徹底や、運動・体操

等の推進による身体能力の向上・維持に努めるようお願いいたします。 

 

【３】令和８年度 STOP!熱中症クールワークキャンペーンについて（再掲） 

   ７月は重点取組期間です！ 
 

平成 29 年から続く STOP!熱中症クールワークキャンペーンは、今年度も実施されます。 

実施期間は、令和８年５月１日から同年９月 30 日までであり、本年は、令和８年３月に示さ

れた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく措置を講じることとされてい

るため、昨年の熱中症に係る改正労働安全衛生法の実施事項とともに、同ガイドラインに基づ

く措置も講じる必要があります。 

なお、昨年の熱中症に係る死亡者数は、前年と比べ 50％の減少となっていますが、死傷者数

については、約 41％の増加となっているため、法令やガイドラインに基づく措置の確実な実施

をお願いします。 

 

【４】墜落災害防止強化月間 夏季 ７月１日から７月３１日まで 
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【４】墜落災害防止強化月間 
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【５】令和８年労働災害発生状況について（令和８年５月末現在速報値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


